
                                令和６年４月12日   
 保護者 様 
                               松山市立番町小学校  
                               校 長   仲 公一  

       気象警報・Jアラート発表時及び地震発生時の対応について 

 暴風や地震などの非常変災時における対応として、児童の安全を守るために下記の要領で対

応いたします。御理解のうえ、御協力をよろしくお願いします。    

１ 松山市に暴風を伴う警報や番町地区に警戒レベル３・４の防災情報が発表された場合 

 

 

 
在宅時 

 

 

ア 午前７時の時点で、警報が発表されている場合 

・自宅待機とする。(外出は控える。) 

イ 午前７時から午前９時までに、警報が解除となった場合 
・１０時３０分までに登校する。 

その際、当日３・４校時の時間割で、安全に十分注意して登校する。  
  ・登校時の安全が確保されないと各家庭で判断した場合は、登校せず、  

その旨を学校に連絡する。 

ウ 午前９時の時点で、警報が解除されていない場合 

臨時休業とする。(外出は控える。) 

在校時 

 ・授業打ち切り後、帰宅または児童引渡し（MACメール、ＨＰにより連絡） 

〇給食を食べずに速やかに教職員の引率で下校。  

〇給食を食べた後、状況を見て教職員の引率で下校。  
  
２ 松山市に特別警報が発表された場合 

在宅時 臨時休業とする 

在校時   ・授業打ち切り後、児童引渡しとする。（MACメール、ＨＰにより連絡） 
 
３ 地震（松山市で震度５弱以上）が発生した場合 

震度階級 対  応  

５弱 

 在宅時：自宅待機とし、学校からの連絡・指示を待つ。   
 在校時：安全な場所に避難し、以後の対応について必要な場合は、学校か

ら連絡する。または、安全確認の上、小集団で下校する。  
 

震度階級 対  応  

５強 

以上 

 在宅時：臨時休業とする。 
何らかの方法で、学校に児童の安否を連絡する。  

 在校時：安全な場所に避難し安全を確保した後、「緊急時児童引渡し」に従
って、直接保護者に引き渡す。（引渡しが完了するまで学校が責任
をもって預かる。） 

 
４ Ｊアラート（全国瞬時警報システム）が発表された場合（愛媛県に） 
  登校前に愛媛県においてＪアラートが発表された場合は、自宅待機とします。待機後の行動

は、ＭＡＣメール及びホームページにてお知らせします。情報収集に努めてください。登校後
に発表された場合は示されている避難行動例に従って避難誘導を行い児童の安全を確保しま
す。 

【参照http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/bousai/kouhou/danndoumisairu.html】 
 
５ 留意点 
 ◎ 非常時には、学校からＭＡＣメール（開封確認が必要）の配信も行いますが、この文書

を保管の上、対応していただきますようお願いします。（ホームページにも掲載。） 
 ◎ 居住地区の警戒情報により判断し、保護者が通学の安全が確保されないと判断するとき

は、学校に連絡のうえ自宅待機としてください。また、帰宅することになった場合にどう
するか、お子様と事前にご確認ください。 

 ◎ 以上のことは、大まかな目安を示したものです。その時々の状況に応じた適切な 
  判断・行動をお願いします。松山市の消防本部、災害対策本部、松山市教育委員会からの

指示、命令があった場合は、それに従ってください。 
◎ 校区の気象や地域の状況によっては、上記の判断基準によらず、校長が自宅待機・臨時

休業の措置をとることがあります。その際は、ＭＡＣメールやホームページでお知らせし
ます。 

◎ 学校から特別な指示・連絡がない限り上記の対応です。電話回線が混み合い、対応に混
乱を招きますので、学校への電話での問い合わせは控えるようお願いします。 

 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/bousai/kouhou/danndoumisairu.html

